
県職交渉（２月交渉③）概要 
 
１　交渉日　令和８年２月 26 日（木） 
２　場　所　本館地下入札室 
３　出席者　【当局】行政経営部長、人事課長外 

【組合】委員長、副委員長、書記長外 
４　議　題　時間外勤務管理、執行体制、旅費制度見直し、特定事業主行動計画の改定 
 

 項　目 組　　合　　主　　張 当　　局　　回　　答
 

時間外 
勤務管理

○各管理職が労務管理の本質的なところを正しく
理解できるようにしてくれ。地方機関の管理職
まで共通認識を持てているのか。

○時間外勤務の適正管理と適切なマネジメン
トについて通知を発出し、地方機関も含め
て、管理職の責務に関する基本認識を改めて
周知徹底したい。

 

執行体制

○公募割れしている専門職もある。採用辞退もあ
り得る。4/1 の体制をしっかり確保してくれ。 

○宿泊税対応は、早めに関係所属に詳細を説明し
てくれ。また、組織再編がある部分については、
執務室のレイアウト変更が職員の負担にならな
いようにしてくれ。

○はい。 
 
○はい。 
 

 

旅費制度
見直し

○改正の内容は。 
 
 
 
 
 
○転居費については、どういう場合に合算できる

のか、新採も含め、Ｑ＆Ａ等で事例を示して職
員が困らないよう周知してくれ。

○宿泊費基準額を国の規程の例により算定し
た額とし、転居費について、国の見直しに準
じ、1 つの方法で転居することが困難と認め
られる場合は運送業者による運送の額と宅
配便や自家用車等による運送の額を合算し
て支給できることとする。 

○はい。 

 

特定事業
主行動計
画の改定

○「職員の『わ』応援プログラム」の改定に当た
っての考え方を教えてくれ。 

 
 
 
 
 
○具体的な取組について実際に進める際には、労

使で議論できるようにしてくれ。

○目指す姿である「職員一人ひとりが自分らし
く働き、能力を最大限発揮できる魅力ある職
場の実現」は普遍的なもので継続して掲げて
いく。また、「一人ひとり」は性別・年齢・
障害の有無等を問わず全ての職員を指すの
で、障害者活躍推進計画と統合して一体の計
画にしたいと考えている。 

○皆さんとも話をしながら、職場内のコミュニ
ケーションの充実に繋がるようにしていき
たい。


